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今年も例年どおり6月 から7月 中旬にかけて被扶養者の資格確認調査を実施いたしますので、被扶養者を

もつ組合員につしヽては、資格確認用の書類のこ準備をお願いします。

被扶養種の「趨及取消」を行つた場合、取瀧国以降に掛かうた医療費|の う

も、英済纏含が負担したフ制と共溝纏倉・互機会の輸付金の金額を■描返還

してしヽただくことになります。

<こ自分の被扶養者が、下記の取消事由に該当していませんか?>

■主な被扶養者取消の事由

被扶養者の方で就職等 :こ よう他保険 1こ瀬入している方 |ま しヽませんか? ロチエツ卸

被扶養者が就職等により他保険に加入した場合は、共済組合の被扶養者資格を他保険に

加入した日で取消しますので、早急に共済組合まで届出をお願いします。

被扶養者の落でアルバイト等の収入額が増えた方はいませんか? チェック||
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市町村の発行する所得証明書では収入額が 130万円を超えていないが、給与明細が3ヶ月

連続で月額]08,334円以上となる場合は被扶養者の資格取消となります。

この場合、連続した3ヶ月目の給料支払しヽ日の翌日、もしくは当初より、認定基準額を超え

ることが見込まれてしヽる場合はアルバイト等の開始日より取消となります。

被換養者の方で新たに公的年金 。
1国人年金等を受総する方はりヽませんか? ロチエツク‖

公的年金 (共済年金、厚生年金、老齢基礎年金等)を受給してしヽる被扶養者の認定基準額

は180万円となつてしヽますが、一定の年齢に達し年金の満額支給を受けることになつた時や、

新たに個人年金等を受給することが決定し認定基準額を超えることになつた場合は、個人年

金等の受給開始日 (年金の初回支給日ではなく)よ り取消となります。

夫婦共同扶養における被扶養者資格の確認調査
‐,ついて
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今年度より「被扶養者資格確認調査」の際に夫婦共同扶養における被扶養者認定が適正に行われて

いるか確認調査を行います。

確認調査に必要な書類等は6月 にお送りする「被扶養者資格確認調査Jの要頂等に記載させていた

だきますのでそちらを確認のうえ必要書類等を提出ください。

夫婦共同扶養に関する取扱いの詳細は昨年12月初頭に各所属所にお送りした「夫婦共同扶養におけ

る被扶養者の取扱いについて」の文書をこ確認くださしヽ。
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